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○香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則  

平成18年３月１日  

規則第46号  

（趣旨）  

第１条  この規則は、香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平

成18年香南市条例第52号。以下「条例」という。）第 13条の規定に基づき、条例の

施行に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（公募の方法）  

第２条  条例第２条に規定する公募の方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法によ

り行うものとする。  

(１) 香南市公告式条例（平成 18年香南市条例第３号）第２条第２項に規定する掲

示場への掲示  

(２) 市の機関の担当窓口又は市の施設での閲覧又は配布  

(３) 市広報紙への掲載  

(４) 市のホームページへの掲載  

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法  

（募集時に明示する事項）  

第３条  条例第２条第７号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。  

(１) 申請書類の提出先  

(２) その他施設の所管部署において必要と認める事項  

（申請資格）  

第４条  指定管理者の指定を受けようとする団体の申請の資格は、次に掲げるとおり

とする。  

(１) 団体であること（法人格の有無は問わない。）。  

(２) 団体又はその代表者が次の者に該当しないこと。  

ア 法律行為を行う能力を有しない者  

イ 破産者で復権を得ない者  

ウ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号）第167条の４第２項（同項を準用す

る場合を含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限され

ている者  
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エ 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第244条の２第11項の規定による指定の取

消しを受けたことがある者  

オ 本市における指定管理者の指定の手続において、その公平な手続を妨げた者

又は公平な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者  

カ 国税又は地方税を滞納している者  

キ 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成 25年香南市

規則第２号）第２条第２項第５号に規定する者  

(３) 団体の人員の数、資産の額その他経営の規模及び能力が当該施設を管理する

にあたって適当と認められること。  

(４) 施設を管理するにあたって資格、免許等が必要な場合は、その資格等を有し

ていること。  

(５) 前各号に定めるもののほか、施設の性質又は目的に応じ、施設を管理するに

あたって必要である事項を備えていること。  

（指定管理者の指定の申請）  

第５条  条例第３条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、香南市

公の施設に係る指定管理者指定申請書（様式第１号）に同条各号に掲げる書類を添

えて申請しなければならない。  

（申請期間）  

第６条  条例第３条に規定する申請の申請期間は、原則として、募集を開始した日か

ら起算して30日間とする。ただし、申請の際に提出する書類の作成上必要があると

市長が認める場合は、この限りでない。  

（申請書に添付すべき書類）  

第７条  条例第３条第４号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。  

(１) 団体の定款、役員名簿、組織及び活動内容に関する事項について記載した書

類等  

(２) その他施設の所管部署において必要と認める書類  

（選定基準）  

第８条  条例第４条第６号に規定する規則で定める事項は、施設の所管部署において

必要と認める事項とする。  

（指定管理者の指定の通知）  
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第９条  市長は、条例第７条第１項の規定による指定をしたときは、指定をした団体

に対し、香南市公の施設に係る指定管理者指定書（様式第２号）により通知するも

のとする。  

（指定期間）  

第10条 条例第７条の２に規定する指定期間は、原則として、管理業務を開始する日

から起算して３年間とする。ただし、施設の性質又は目的等からこれにより難い施

設については、この限りでない。  

（協定で定める事項）  

第11条 条例第８条第２項第８号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項と

する。  

(１) 管理業務の第三者への委託に関する事項  

(２) その他施設の所管部署において必要と認められる事項  

（利用料金の承認の申請）  

第12条 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、利用料金承認申請書（様

式第３号）を市長に提出しなければならない。  

２ 指定管理者は、市長の承認を得た利用料金を変更しようとするときは、利用料金

変更承認申請書（様式第４号）を提出しなければならない。  

（事業報告書に記載すべき事項）  

第13条 条例第９条第５号に規定する規則で定める事項は、施設の所管部署において

必要と認める事項とする。  

（その他）  

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この規則は、平成18年３月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の香我美町公の施設にかかる指定管理

者の指定手続等に関する条例施行規則（平成 16年香我美町規則第４号）又は野市町

公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成 17年野市町規

則第15号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の
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相当規定によりなされたものとみなす。  

附 則（平成18年６月26日規則第172号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成25年３月15日規則第８号）  

この規則は、平成25年４月１日から施行する。  

附 則（平成26年３月10日規則第５号）  

この規則は、平成26年４月１日から施行する。  

附 則（平成27年９月17日規則第40号）  

（施行期日）  

１ この規則は、公布の日から施行する。  

（香南市赤岡市民館利用規則の廃止）  

２ 香南市赤岡市民館利用規則（平成 21年香南市規則第 17号）は、廃止する。  

附 則（平成28年３月３日規則第 12号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（令和４年３月 25日規則第10号）  

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則（令和５年８月 28日規則第45号）  

この規則は、令和５年９月１日から施行する。  

附 則（令和６年３月 27日規則第22号）  

この規則は、公布の日から施行する。  
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様式第１号（第５条関係）  

様式第２号（第 10条関係）  

様式第３号（第 12条関係）  

様式第４号（第 12条関係）  

 


